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第２章 少子高齢化・人口減少と地域の経済 

 

 少子高齢化や人口減少という構造変化の下、多くの地域では、緩やかながらも生産年齢

人口の減少が続いている。働き手の減少は、地域の持っていた所得を稼ぐ力、付加価値創

造力が失われることを意味する。ここでは、こうした慢性的な人口減少問題の弊害を受け

る地域経済の現状を踏まえ、立て直しに向けた取組について検討する。 

 

＜ポイント＞ 

○ 少子高齢化や人口減少といった人口要因だけを勘案すると、ほとんどの道府県は他県

からの移入超過となり、財政の都道府県間移転額は1.5倍に拡大。地方の所得に占める

年金給付の割合も高まる。ローカル・アベノミクスは、東京一極集中の是正と地方創

生でこうした状況を変革するもの。再び付加価値生産力を高めるためには、グローバ

ルネットワークの利用、地元固有の資源の活用がポイント。 

○ 特に、インバウンド需要の取込みに向けて、リピーター、長期滞在の外国人観光客を

呼び込むよう、地域資源のパッケージ化を図り、ＤＭＯによる情報と交通のネットワ

ークを整備し、発着枠利用率の低い空港を活性化することが必要。 

○ 人口減少は地域のサービス業全般にマイナスの影響を与える。持続的なサービス提供

が可能になるよう、街づくりの見直し、生活インフラの再配置を進めると同時に、新

しいビジネスモデルが展開・普及するよう阻害要因を除くべき。 

○ 特に、コンパクトシティ・ネットワーク化が進む中、住民生活の質を維持する取組を

進めるべき。その際、弱体化し続けている公共交通インフラの整備は、高齢化を踏ま

えると重点課題。新機軸をもたらす企業経営の参画、新技術の導入を促す規制整備、

コミュニティバスやデマンド交通といった新たな交通サービスの標準化を進めること

が必要。 

 

 

（１）稼得能力の回復を目指すローカル・アベノミクス 

 

１）人口動向で変わる地域の稼得能力 

（生産年齢人口の減少によって、ほとんどの道府県は移入・輸入超過へ） 

 働き手の減少は、その地域の生産力・供給力の低下を意味する。他方、働き手が高齢化
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して引退するだけであれば、需要はそこまで低下しない。その結果、地域単位でみた経済

の需給バランスは赤字化することになる。具体的な赤字化の程度について、需要側は総人

口動向、供給側は生産年齢人口動向によって変化するという単純な仮定を置き、将来の需

要と供給の差額（一人当たり純移出（県外への移出－県外からの移入））を都道府県別に

求めた（第２－１－１図）。 

結果は、2013年度には、東京都、愛知県、大阪府といった18の都府県で純移出が黒字（需

要＜供給）であったが、人口要因だけを変化させた2030年度には、９都府県を除いた38道

府県で赤字（需要＞供給）になる見込みである。赤字自体は問題ではないが、これは地域

間で所得の移転が拡大することを示唆している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(財政の都道府県間移転額は1.5倍に拡大) 

 こうした経済活動の変化は財政状況にも影響を与える。経済活動の変化は所得税や法人

税といった地方税収額に表れる。他方、地方公共団体による住民サービスはナショナルミ

ニマムによっておおむね平衡化されることから、支出に対する税収差を埋め合わせるよう

に交付税等による財政調整が行われるのが現行制度である。 

そこで、基準財政需要と基準財政収入について、それぞれを65歳以上人口と生産年齢人

口の将来推計を用いて延伸することで各都道府県が必要とする地方交付税額を求めると、

第２－１－１図  都道府県人口一人当たり純移出の現状と先行き 

（備考）１．内閣府「県民経済計算」、総務省「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口
（平成25年 3月推計）」（出生中位・死亡中位仮定）から作成。 

２．一人当たり純移出は都道府県人口一人当たり需要（都道府県別需要/都道府県人口）と供給（都道府県別供給/
都道府県人口）の差。 
３．2030年度推計値は都道府県人口一人当たり需要と供給を推計した差である。それぞれの推計法は以下の通り。

2030年度の一人当たり供給は各都道府県の2013年度における生産年齢人口一人当たり供給に2030年度におけ
る生産年齢人口を乗じ、2030年度における総人口で除したもの。2030 年度の需要は2013年度の一人当たり需
要を用いている。 

４．純移出は県民経済計算の「移出入（純）」と「統計上の不突合」の合計。 
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人口要因だけで、2030年度には現在の1.5倍の地方交付税が必要となる（第２－１－２図）28。

地方公共団体サービスは持続に提供可能ではあるが、現状のままでは巨額の財政資源の移

転に依存せざるを得なくなるおそれがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (地方の勤労所得に対する年金給付の割合は高まる見込み） 

 財政調整に加え、公的年金も地域間の再分配機能を持っている。年金は個人・世帯単位

の給付であるが、社会的な人口移動で地域間の勤労者・非勤労者比率が異なるため、結果

的には都市部から地方への移転となっている。具体的な規模を公的年金給付額（国民年金

（基礎、比例）、厚生年金等）が県民可処分所得に占める割合で示すと、2014年度は17県

において２割以上となっているが、2030年度には、北海道、岩手県、福島県など新たに15

県の所得に占める年金が２割を超える見込みである（第２－１－３図）。 

                                                   
28 基準財政収入額と基準財政需要額は、様々な要素により算出されるが、単純化のために、ここでは人口情報の

みによって延伸している。なお、伊藤（2015）によると、それぞれ、15－64歳人口と 65歳以上人口との相関が高

い（いずれも 0.99）。 

第２－１－２図  都道府県人口一人当たり地方交付税交付金 

（備考）１．総務省「人口推計」「地方財政統計年報」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平

成 25年 3月推計）」（出生中位・死亡中位仮定）から作成。 
２．2013年度の都道府県人口一人当たり地方交付税交付金と2030年度の試算値。 
３．2030年度の試算値は、伊藤（2015）を参考に以下の式により各都道府県の値を計算。 

一人当たり地方交付税＝（基準財政需要－基準財政収入）／都道府県人口。 
基準財政需要＝2013年度基準財政需要×2030年度 65歳以上人口/2013 年度 65歳以上人口。 
  2030年度基準財政収入推計値＝2013年度基準財政収入×2030年度生産年齢人口/2013年度生産年齢人口。 
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２）ローカル・アベノミクスの推進 

（東京一極集中の是正と地方創生の本格展開を目指す） 

人口減少や少子高齢化の偏りによって地域間に差が生じるのはやむを得ず、こうした偏

りの是正手段として、財政や社会保障が再分配機能を果たしている。しかし、負担と給付

の主体が著しく異なることは好ましいことではない。地方の企業・産業の付加価値の向上

を中心とした労働生産性の向上を図り、人手不足や国内市場縮小に負けない力強い地域経

済・産業を回復するローカル・アベノミクスの実現に向けて取り組んでいくことが重要で

ある。 

現状、地方公共団体が地方版総合戦略を策定し、地方創生に向けた取組を進めている29。

その際、地域が持つ「知恵」、「人材」、「資源」を最大限に活かし、新たな循環を生み出し

ていくことを意図している。この取組においては、各地域の自律的な動きを生むことが重

                                                   
29 全ての都道府県、1,737市区町村（99.8％）において、2015 年度中に地方版総合戦略が策定されている（2016

年３月末現在）。 

第２－１－３図 年金給付額が県民可処分所得（家計部門）に占める割合 

（備考）１. 内閣府「県民経済計算」、「国民経済計算」、「中長期の経済財政に関する試算」、厚生労働省（2014）、厚生
労働省「厚生年金保険・国民年金事業状況」、総務省「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地
域別将来推計人口）」（出生中位・死亡中位仮定）により作成。 

２. 年金給付額とは厚生労働省（2014）における基礎年金と厚生年金の給付費の和。 
３. 2014年度の都道府県別年金給付額は、各都道府県の年金受給額（2012年度末実績額）によって、年金受給額（財
政検証結果レポートの2014年度額）を按分することにより算出。 

４. 2030年度の年金給付額は、都道府県毎に以下の式により算出。 
国民年金給付額 ＝ 国民年金給付額 ／ 65歳以上人口 × 65歳以上人口 × 年金給付額の伸び率 
 （2030年度）     （2014年度）     （2014年度）    （2030年度） 

上式のうち、年金給付額の伸び率は「財政検証結果レポート（ケースＣ）」に基づき算出。なお、ケースＣとは 
人口は中位推計、経済は、物価上昇率 1.6％、賃金上昇率1.8％、運用利回り3.2％を前提とした場合。詳細に 
ついては「平成26年財政検証結果レポート」を参照。 

５. 2014年度の県民可処分所得は、「県民経済計算」による2013年度額を、「国民経済計算」による可処分所得の
伸び率により延伸し推計。2030年度の県民可処分所得は、「中長期の経済財政に関する試算（経済再生ケース）」
の名目ＧＤＰ成長率に基づき算出（ただし、試算期間外（2025年度以降）の名目ＧＤＰ成長率は3.0％と仮定）。 

10

15

20

25

30

山
口
県

愛
媛
県

島
根
県

和
歌
山
県

秋
田
県

鳥
取
県

高
知
県

香
川
県

富
山
県

長
崎
県

山
形
県

佐
賀
県

岡
山
県

徳
島
県

福
井
県

広
島
県

宮
崎
県

新
潟
県

長
野
県

大
分
県

三
重
県

鹿
児
島
県

福
島
県

岩
手
県

岐
阜
県

石
川
県

北
海
道

奈
良
県

静
岡
県

京
都
府

青
森
県

熊
本
県

群
馬
県

兵
庫
県

大
阪
府

山
梨
県

宮
城
県

福
岡
県

滋
賀
県

茨
城
県

千
葉
県

埼
玉
県

神
奈
川
県

愛
知
県

栃
木
県

沖
縄
県

東
京
都

（％）

2014年度より

2030年度までの

増加分

2014年度

推計値

20％



 

- 59 - 
 

要であり、地方を先導する人材育成の取組の推進、「見える化」を通じたデータによる自

己分析の実施などが特徴的である。今後、国としては、新型交付金の活用など、先進的な

地方自治体を支援しつつ、モデルになる好事例の横展開を図っていこうとしている（第２

－１－４図）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（グローバルネットワークを利用し、付加価値生産力を地方へ） 

人や資金が大都市部へ集中し、地方の過疎化が進展する背景には２つの要因が挙げられ

る。一つ目は需要が密な大都市部の付加価値生産力が地方よりも高くなり、結果として、

仕事は都市部に発生し、それに向けて人も動くという点である。我が国は東京への人口集

中が著しく、結果として付加価値生産力も高い。都道府県別の実質労働生産性をみると、

東京都（11.8百万円／人）と沖縄県（6.3百万円／人）の間には２倍弱の開きがある（第

２－１－５図）。 

しかし、グローバルに視点を拡げれば、地方が東京への拮抗力を得る仕組みは存在する。

例えば、2016年２月に合意した環太平洋パートナーシップ（ＴＰＰ）は、地方の中堅・中

小企業が世界の市場に踏み出す契機になると期待されている。ＴＰＰによって生まれる８

第２－１－４図  地方創生の取組（まち・ひと・しごと創生基本方針 2016） 

（備考）首相官邸ＨＰ「まち・ひと・しごと創生基本方針2016」（2016年６月２日閣議決定）の全体像より引用。 

１．地方創生をめぐる現状認識
◎人口減少の現状 ⇒ 平成27年の総人口は１億2,711万人で、平成22年時（前回国勢調査）に比べ94万７千人の減少。

合計特殊出生率は1.46となり、平成26年から上昇。年間出生数も若干増加し100万5,656人。
◎東京一極集中の加速 ⇒ 平成27年に東京圏へ約12万人の転入超過（前年比約１万人増）。
◎地域経済の現状 ⇒ 有効求人倍率や賃金、就業者数など雇用面で改善も、消費の回復が大都市圏で先行するなど

地域経済はなお低迷。全国的に人手不足が顕在化。

２．地方創生の本格展開
全国で47都道府県、平成27年度までに1,737市区町村の地方自治体において地方版総合戦略が策定され、地方創生は
「戦略策定」から本格的な「事業展開」の段階。一億総活躍の取組と相互に連動しながら、下記の取組を進める。

３．各分野の政策の推進 ４．地域特性に応じた戦略の推進 ５．多様な支援

各分野の政策推進 地域特性に応じた戦略の推進 多様な支援

１．地方にしごとをつくり、安心して働けるようにする（ローカル・
アベノミクスの実現）

２．地方への新しいひとの流れをつくる

３．若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる（地域アプ
ローチによる少子化対策の推進）

４．時代に合った地域をつくり、安心な暮らしを守るとともに、地
域と地域を連携する
①稼げるまちづくりとｺﾝﾊﾟｸﾄｼﾃｨや広域連携の推進等

②集落生活圏維持のための地域運営組織及び「小さな拠点」
の形成

情報支援
・RESASの内容充実や利便性
の向上、普及促進

地方創生版三本の矢

人材支援
・「地方創生ｶﾚｯｼﾞ」事業の
推進等

財政支援
・地方創生推進交付金や地
方創生応援税制（企業版ふ
るさと納税）

①地方と世界をつなぐローカル・ブランディング
②ローカル・イノベーションによる地方の良質な「しごと」の創出
③ローカル・サービス生産性向上
④地方の先駆的・主体的な取組を先導する人材育成
⑤「創り手」となる組織づくりの支援

①企業の地方拠点強化
②政府関係機関の地方移転
③「生涯活躍のまち」の推進

①地域の実情に応じた働き方改革

各分野の政策推進に加え、過度な東
京一極集中や人口減少の進行を踏ま
え、地方創生の一層の推進を図る観点
から、地域特性に応じ、取組が遅れて
いる課題について戦略・事業を強化

①東京圏への若者の転出が多い政令
市・県庁所在市等
＜対策例＞

・首都圏や地元の学生を対象とした
地方創生インターンシップ
・地方就職を支援する奨学金
・働き方改革
②今後急速な社会減及び自然減が予
想される地域
＜対策例＞
・コンパクトシティ
・小さな拠点・地域運営組織
・公共施設の集約・複合化と利活用
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億人、３千兆円規模の大市場の一部となる機会を通じ、地方に居ながらにしてＴＰＰ域内

企業と生産や物流、研究開発のネットワークを形成し、結果的に東京を介さない事業展開、

地方創生の好循環を実現することも可能だろう30。 

また、アジアの新興国においては、これまでの高成長により中間層の厚みが増しており、

購買力も高まっている。こうしたグローバルな購買力を取り込むよう、各地域において独

自の販売ネットワークを形成し、付加価値生産力を高めることも期待できる。当然、財・

サービスだけではなく、観光・余暇需要、医療・保健需要を含め、各地域が得意とする分

野を特化させていくことが重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（地元固有の資源を生かした供給基盤の整備を実現） 

人や資金が偏在する二つ目の理由は移動コストである。公共交通ネットワークの整備に

より、東京などの大都市圏と地方間の移動コストが低下したことで、これまで地方中核都

市が担ってきた地方経済圏のコアとしての役割が衰退しつつある。このため、地方創生に

当たっては、各都道府県の核となる代表的な都市の再活性化という視点も重要となる。 

人や資金といった「移動する資源」を集めるためには、観光資源、水資源、土地、イン

フラ等の「移動しない資源」を有効に活用する必要がある。例えば、「まち・ひと・しご

と創生総合戦略」では、その地域の特性に応じた取組として、観光業を強化する地域内連

                                                   
30 「総合的なＴＰＰ関連政策大綱」（2015 年 11 月 25 日ＴＰＰ総合対策本部決定）では、ＴＰＰがもたらす効果
として、これまで海外展開に踏み切れなかった地方の中堅・中小企業にこそ幅広く及ぶものであり、多国間の経

済連携である特色を活かし、産業空洞化を抑え、技術力等を活かした地場産業、農産品等が８億人の市場へ打っ

て出ることを政府が全力で後押しをすることとしている。 

第２－１－５図  都道府県別の実質労働生産性（2013 年） 

（備考）１．内閣府「県民経済計算」により作成。 

 ２．労働生産性は、実質ＧＤＰ／就業者数により算出。 
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携体制の構築（例：日本版ＤＭＯを核とする観光地域・ブランドづくりの推進、多様な地

域の資源を活用したコンテンツづくり、観光消費拡大等のための受入環境）や、農林水産

業の成長産業化（需要フロンティアの拡大・バリューチェーンの構築、農業生産現場の強

化等、林業の成長産業化、漁業の持続的発展）などを掲げている（第２－１－６図）。こ

うしたことが実現されれば、新たな市場開拓による生産性と賃金の上昇を実現することが

できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「しごと」と「ひと」の好循環作り

基本目標（成果指標、2020年）

①生産性の高い活力に溢れた地域経済実現に向けた総合的取組
・地域の技の国際化（ローカルイノベーション）、地域の魅力のブランド化
（ローカルブランディング）、地域のしごとの高度化（ローカルサービスの生
産性向上）
・地域企業の経営体制の改善・人材確保等、地域全体のマネジメント向
上、
ICT等の利活用による地域の活性化、地域の総力を挙げた地域経済好循
環拡大に向けた取組、総合的な支援体制の改善
②観光業を強化する地域における連携体制の構築
・日本版DMOを核とする観光地域・ブランドづくりの推進、多様な地域の
資源を活用したコンテンツづくり、観光消費拡大等のための受入環境整備
③農林水産業の成長産業化

・需要フロンティアの拡大・バリューチェーンの構築、農業生産現場の強化
等、林業の成長産業化、漁業の持続的発展

④地方への人材還流、地方での人材育成、雇用対策
・若者人材等の還流及び育成・定着支援、「プロフェッショナル人材戦略拠
点」の整備等、人材還流政策間の連携強化、新規就農・就業者支援、若
者・高齢者・障害者が活躍できる社会の実現

主な施策

地方にしごとをつくり、安心して働けるようにする
◆若者雇用創出数（地方）

2020年までの５年間で30万人
現状：5.9万人

◆若い世代の正規雇用労働者等の割合
2020年までに全ての世代と同水準

15～34歳の割合：92.7%（2014年）
全ての世代の割合：93.7%（2014年）

◆女性の就業率 2020年までに77%
：70.8％（2014年）

まち・ひと・しごと創生総合戦略（2015改訂版）（～2019年度）

○農林水産業の成長産業化
・６次産業化市場10兆円：4.7兆円（2013年度）
・農林水産物等輸出額１兆円：6,117億円(2014
年)

○観光業を強化する地域における連携体制
の構築
・訪日外国人旅行消費額４兆円 ：2.0 兆円(2014年)

○地域の中核企業、中核企業候補支援

・1,000社支援：平成27年度の施策を踏まえ検証
・雇用数８万人創出 ：0.1万人（2014年度）

主な重要業績評価指標（KPI）

第２－１－６図  まち・ひと・しごと創生総合戦略（2015 改訂版）における施策と目標 

（備考）首相官邸ＨＰ「まち・ひと・しごと創生総合戦略（2015改訂版）」（2016年６月２日閣議決定）」の全体像より引用。 




